
特定施設入居者生活介護 利用料金
【介護保険 １日分】※介護保険の改定により料金の変更あり

要支援１ １,８２０円 １８２円 ３６４円 ５４６円

要支援２ ３,１１０円 ３１１円 ６２２円 ９３３円

要介護１ ５,３８０円 ５３８円 １,０７６円 １,６１４円

要介護２ ６,０４０円 ６０４円 １,２０８円 １,８１２円

要介護３ ６,７４０円 ６７４円 １,３４８円 ２,０２２円

要介護４ ７,３８０円 ７３８円 １,４７６円 ２,２１４円

要介護５ ８,０７０円 ８０７円 １,６１４円 ２,４２１円

【介護保険 ひと月３０日の場合】※２９日や３１日など月によって変動あり

要支援１ ５４,６００円 ５,４６０円 １０,９２０円 １６,３８０円

要支援２ ９３,３００円 ９,３３０円 １８,６６０円 ２７,９９０円

要介護１ １６１,４００円 １６,１４０円 ３２,２８０円 ４８,４２０円

要介護２ １８１,２００円 １８,１２０円 ３６,２４０円 ５４,３６０円

要介護３ ２０２,２００円 ２０,２２０円 ４０,４４０円 ６０,６６０円

要介護４ ２２１,４００円 ２２,１４０円 ４４,２８０円 ６６,４２０円

要介護５ ２４２,１００円 ２４,２１０円 ４８,４２０円 ７２,６３０円

【加算】※加算の単位や内容が介護保険の改定などにより変更あり

科学的介護推進体制加算 ４０単位
利用者の心身の状況等に係る情報を厚労省に提出し、フィードバックによりケアの質向上を図る取り組みを

推進すること（１月につき）

医療機関連携加算 ８０単位
施設の看護職員が入居者の健康状態を継続的に記録し、主治医に月１回以上情報を提供した場合（１月につ

き）

退院・退所時連携加算 ３０単位
医療提供施設を退院、退所した後に入居する利用者が円滑に生活を送れるように病院等と連携、調整を行っ

た場合（１日につき）

若年性認知症入居者受入加算 １２０単位
「40歳以上６５歳未満」で認知症と診断され、個別の担当者がおり、ニーズに応じたサービスの提供を行う

場合（１日につき）

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位の82/1000 介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備と賃金改善を目的としたもの（１月につき）

※１単位＝１０円

介護保険負担割合２割の場合は１割の方の２倍、３割は３倍かかります。

処遇改善加算以外に今後予定される加算になります。

家賃（ひと月分）

７０,０００円（共益費込み）

（内訳）

賃料 ５８,０００円

共益費 １２,０００円

食費（30日の場合）

５１,０００円

（内訳）

朝食 ５００円

昼食 ５５０円

夕食 ６５０円

上乗せ介護サービス利用料（規定より手厚い人員配

置を満たしている場合）
２０,０００円

前家賃（入居時家賃ひと月分） ７０,０００円

※上記以外に、ご希望により多様な自費サービスあり。

ご家族様の負担軽減にお役立てください。

※医療費、おむつ代、日用品、特別なサービス（要相談）などは別途必要となります（個人により費用は違います）。
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介護度 基本料金 １割負担 ２割負担 ３割負担

介護度 基本料金 １割負担 ２割負担 ３割負担


